
全国都道府県別常用労働者の1人平均月間現金給
与額および「きまって支給する給与」額

太表の「全副の数鐘は「毎月勤労統計調査全日甲調査」の結射こもとづくもので都道府県別に実篤している「地方箔劃
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第16章　府　民　所　得

概　　　要

昭和41年度の日本経済は．不況から立直り、新しい発

展段階を迎える年であった。

40年秋ごろに底をついた景気は、財政面からの接握的

な需要喚起策および輸出の好調が実体経済を刺激して上

昇に転じ、下期には民間投資や個人消費の増勢が回復

し．生産の上昇はいっそう高まった。

このような経済情勢のもとで、大阪府の経済規模をあ

らわす、昭和41年度の府内総生産は3兆7．079慮円で、

40年度の3兆1，211億円に対して5．868億円（対前年度比

名目18．8％，実質14．9％）の増加となり、国民所得の名

目16．9％を上回る伸びであった。

また．府民の所得水準をあらわす府民1人当たり所籍

は42万4千円で．前年より5万5千円ふえ、国民1人当

たりの29万5千円にくらペて1．4倍になっている。

府内純生産

府内における各産業の経済活動によって生みだされた

41年度府内純生産は、3兆728値円で、前年度の2兆5・608

億円に対し20．蛸の伸びを示し．全国に占める大阪のウ

ェィトは40年度の10．2％から10．5％へと高まった。

なお前年度増加に対する各産業の寄与率をみると・

39、40年度と低調だった製造業が42．2％と掛こ目立ちt

卸売・小売菓18．9％、金融・保険・不動産業13・4兇；とな

っており、これら3つの産業がその原動力となっている0

府民所得の分配

41年度中に大阪府民が受けとった所得総額は2兆8・844

億円で、40年度の2兆4，57鳩円に対し17・4％の増加と

なり、国民所得に占める割合も40年度の9■8％から9・9％

へとわずかながら高くなった。

構成別にみると、府民所得の分配の56・8％を占める雇

用者所得は1兆6．38鴫円と前年度にくらベ15・7％増加

し38年度以降年々伸び率は増しているが．全体の伸び率

をやや下回ったため全体にしめるウエイトでは40年度よ

りやや低下している。これに対して法人留保は38年度か

ら40年度にかけて低下したが．41年度は増大した。個人

の財産所得も比重の増大をつづけているが、個人業主所

得．法人税および税外負担は減少傾向がみられる。

府民総支出

各経済主体に分配された府民所得が，どの部門でどの

ような形態で支出されたかを表わす府民総支出は、41年

度では3兆5，196億円で、前年度の3兆1・211億円に対し

16．6％の増加をみた。

これを構成項目別の伸びでみると、もっとも比重の大

きい個人消費支出は、電気製品や自動車などの大型耐久

消費財を中心に17．3％（実質10・8％の増加を示し、企業

設備も26．0％の増加、なかでも民間企業の在庫品増加は

3倍となったのがめだち、また、財政の住宅投資も32・0

％と大きな伸びを示した。

府民所得の改訂

今回．経済企画庁において∴新しい発展段掛こ即応し

た都道府県民所得の整備改善を目途として、国民所得と

の連けいを保ちながら統一的な基準を設定すべく「県民

所得標準方式」の改訂案が策定されたので、本府におい

てもこの新方式に準拠して、41年度の府民所得を推計す

るとともに38年度にさかのぼって改訂を行なった。

産業連関

産業連関表は、一定期間において行なわれた財貨およ

びサービスの産業相互間の取引きを細大もらさず示した

一覧表で．所得統計では重複部分であるとして捨象され

ている中間生産物のなかれに注目して、これらと最終需

要の関連を明らかにしようとするものである。

大阪府の35年産業連関表（基本表）を基掛こ作成した

38年産菓連関表（延長表）によれは、38年には大阪の生

産総額は5兆6，958億円（35年価格）で．35年にくらべ

実質41．7％増と全国の伸び35．5％を上回った。また付加

価値でも全国の34．3％増に対し、大阪は40・5％で2兆2・

919億円となった。一九　府内最終需要は1兆9，702位

円L50．3％増と大きい伸びを示し、対全国シュアは35年

の臥0％から8．8％へと高くなった。しかし．輸出は繊維．

雑貨の不振が原因して全国の32・2％増に対し、大阪は19

．5％増の2．980億円にとどまり、輸入2．421億円も35・9％

の伸びで．全国の47．2％増を下回った。

また、生産の最終需要依存度については．38年の生産

総額の46．0％が消費、43．0％が投資．11・0％が輸出によ

って誘発されており．35年にくらペて消費と輸出への依

存度が低下したのに対し、投資依存度は大きく高まって

いる。

府内純生産（昭和41年度）

府民所得の分配（昭和1年射

府民所得　　321

国民と府民の1人当たり所等の比較
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第1表 産　業　別　府　内　純　生　産

本菱は昭和朋年に改訂された新方式による結果である・以下の表についても同棲である・日生薫別府内絶生産」は・府内の生産活動に対し

て提供された生産要素の総計に等しい・

前年度＝100 構成比（％）
昭和38年度 昭和39年度 昭和40年度 昭和41年度

40／39l　41／40 40年度　j　41年度

農
林
水
鉱
建

産
　
設

産
売
動

、
不

達
謎
輪
信

売
・融

製
卸
金
運
通

′

0

7

8

0

0

ノ

0

府内純生産（要素費用表示）

百万円

20876　　　20107　　　20392

1428　　　1424
735　　　　　806

1111　　　1218

146199　　177912

845346　　876184

463384　　518103
183190　　209973

112797　　125658

40067　　　44885

50820　　　53904
218330　　251910

59452　　　‘7819

2143735　2349903

21475　　101．4　　105．3

2　088　　　　93．2　　157．3

683

1882

253　940

887　067　1103　350

576141

246　347

134　213

46　029

61013

294　954

80　968

673　009
314694

149　796

50　483

67　909

339　867

93　592

2560　838　3072768

73．8　　114．8
109．1　　141．6

118．3　　120．7

101．2　　124．4
111．2　　11tl．8

117．3　　　127．7

106．8　　111．6

102．6　　109．7

113．2　　111．3

117．1　　115．2

119．4　　115．6

1附．0　　120．け

0
＜
U
 
O
O
8
　
　
4
2
9
5
1
　
　
2
1
3
　
　
8
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第2表　　　　　府　民　所　得　の　分　配

「府民所得の分配」とは・府の居住者の一定期間－こおける生産活動によって発生し・経済佑主体または生産要需lこ州員した現金および現物

所得の税込腕組であり．「府内純生産」に府外から受け取った絶要素所得を加えたものに等しい。

前年度＝100 構成比（％）
昭和39年度 昭和40年度 昭和41年度

40／39141／40 40年度l　41年度

岩菅の轟。姦与璧よ哲手当
C　社会保険料雇主負担

2　個人業主所得

律林　産惹
3　個人の財産所得
a　真　　賃　　料
b　利　　　　　　　子
C　配　　　　　　　当

4　法人企業から個人への移転

5　法人税および税外負担

6　法　　人　留　保

7　財政の事業所得および財産所
a　官公企業剰余
も　賃貸料、利子および配当

8（控除）一般政府負債利子

9（控除）消費者負債利子

府　民　所　得

（参考）法　人　所　得

百万円

106866412263391416495

895092102820111帥319
127027　143243　160540
46　545　　54895　　69636

338601　383507　　414　893
19337　　21730　　18357

1638　751

1370　589

184　013

84149

472　630

20　757

3192（）4　　361777　　396536　　451873

248833　　300934　344161　411477

69922　　89056　103939　126072

1330（）3　161615　184625　　221451
45　848　　50263　　55597　　63　954

2777　　　3218　　　3865　　　4244

138221　157425　158269　178163

156315　138　562　116277　175750

18　244　　18435　　17　946　　23　337
15152　15481　13874　18826

3092　　　2954　　　4072　　　4511

4496　　　6114　　　7782　　11916

52（〉3　　　5905　　　6806　　　8018

1961悶8　22164012457318　2884418

341498　　358320　　339789　　42095

115．5　　115．7
115．4　　115．5

112．1　　114．6

126．9　　120．8

108．2　　113．9

84．5　　113．1

109．6　　114．0

114．4　　119．6

116．7　　121．3

114．2　　119．9

110．6　　115．0

120．1　　109．8

100．5　　112．6

83．9　　　151．1

97．3　　　130．0

89．6　　135．7

137．8　　　110．8

127．3　　153．1

115．3　　117．8

110．9　　117．4

57．7　　　　56．8

48．4　　　　47．5

6．5　　　　6．4

2．8　　　　2．9

16．9　　　16．4

0．8　　　　0．7

川．1　　　15．7

0．－2　　　　0．1

6．4　　　　6．2

4．7　　　　　6．1

0．7　　　　0．8

0．6　　　　0．7

0．2　　　　0．1

0．3　　　　0．4

0．3　　　　　0．3

100．0　　100．0

94．8　　123．6
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第3表　　　　　　府　　民　　総　　支　＿出

「個人靖責支出」は．府内に居住する個人（家計および寮計にサービスを提供する民間非営利団体）机一定期間に行なう財貨サービスの

取得に対する支出である．「府内縁固定資本形成」は、財政．企業．家計および展開非営利団体等の資本ストックへの一定期間中の総付加分

で．建物．構築物．掃瞳裳■等への支出である．なお．△印は負数である．

項　　　目　い和服 昭和39年度 昭和40年度：昭和41年度
■ 40／39141／40l　40年度

1個　人　消　費支出
（1）家計消　費支

a　飲　　　食
も　被　　　服
C　光　　　熱
d　住　　　居

山
山

貴
賓
童
蕾

（a）地　代　家　賃
恥）そ　　　の　　　他

e　雑　　　　　　　費
（2）民間非営利団体の消費支出

2　財政の財貨サービス経常購入
（1）国　出　先　幾　開
（2）府
（3）市　　　町　　　村
3　痢＝内総資本形成
（1）総同定資本形成

a．民　　　　　　　間
匝）住 宅
恥）企　業　設　備

b　財
（a）住
恥）企
（C）一

（2）在　ヰ
a．民
b　財政

移
（控除）移

巣
般
品
間
“

増　政

宅
設　備
財　政
加

企　業
る企業

出
入

統計上の不突合
府　内　総　支　出

府外からの純所得

府民総支出（市場傭格表示）

百万円

1175　331

1160　818

404689

146139

36　506

170　759

73　013

97　746

402　725

14　513

123159

18　578

52　228

52　353
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2
1
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0
8
＜
U
3
1
7
5
1
3
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5

8

4

5

9

3

2

2

7

7

7

0

2　969　402

2　529　2開
6546

2577682

△181839

2　3951川3

3192　984

2　733　382

△20407

2　8的　r柑

△133　502

2　750：HT

3433　248

2　937139

18　269

3121055

△103　520

3　017　535

3　785　532

3　200595

△1‘】995

3　707942

△188　35D

3　519592

112．1　　117．3

112．0　　　117．2

112．3　　117．7

104．8　　117．0

106．9　　118．4

1ユ1．0　　　117．9

111．9　　113．8

110．4　　　121．2

117．3　　118．1

115．5　　　120．8

日6．6　　　114．8
119．4　　127．5

113．5　　　112．4
118．7　　　112．7

97．5　　　126．6
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0
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0
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3
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107．5　　　110．3　　113．8　　107．6

107．5　　　109．0　　　　97．4　　　　90．9
0．6　　　△0．5

川8．2　　118．8　　1【相．4　　185．4

－　　　△3．4　　　△5．4

109．7　　116．6　　　川0．0　　100．0
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第l　表 府　民　所　得　勘　定

1　府内総生産と総支出勘定
この麦は市場傭絡表示で示した府内ペースによる総生産と総支出とを褒章した錠合助走である「市場鐘絡表示の府内総生産」とは．産業別

に推計された府内純生産に資本減耗引当と間接税を加え、経常補助金を控除したものである．「市観ず格表示の府内総支出」は．「府民総支
出」から「府外からの純所得」を控除したものである．「統計上の不契合」は、支出面と生産面において基礎を科や推計方法が異なるため生
ずる計数上の不一致である。なお．△印は負数である．

項　　　　　　　　目　　1昭和38年度
昭和39年度L昭和40年中和41年度

前年度＝100　1　構成比（％）

1．1　府　内　純　生　産
（要素費用表示）

1．2　資本　減　耗引当
1．3　間　　　接　　　税
1．4　（控　除）経常補助金

府内総生産（市場価格表示）

百万円

2143735　2349　903　2560838　3072768　　109．0　　120．0　　　82．1　　　82．8

247449　　327496　　342551　392029　　104．6　　114．4　　　11．0　　　10．‘
192　014　　213　758　　226　745　　255　81‘　　106．1　　112．8　　　　7．2　　　　‘．9

5　516　　　7　338　　　9079　　12671　　123．7　　139．6　　　　0．3　　　　0．3

257T t川2　2川3　柑　3121055　3707942　　1胴．2　　1川．8　　1川．0　　11肌0

O
l

費
サ
　
資

晶
入
駈
品

人
断
謂
阜

個
財
経
府
在
移

支

ー
本
増

（控除）移　　　　入
統計上の不突合

府内総支出（市場価格表示）

1175　331134726615099021770865　　112．1　　117．3　　　48．4　　　47．8

123159　139　856　163　033　187110　　　116．6　　114．8　　　　5．2　　　　5．0
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△

106．4　　111．9

49．8　　　295．3

107．5　　110．3

107．5　　109．0．

27．5　　　　25．9

2．4　　　　　6．0
110．0　　102．1

94．1　　　86．3

0．6　　　△0．5

川0．0　　1m．0
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324　　府民所得

第　4　表 府　民　所　得　勘　定　（続）

2　府民所得分酉己勘定

この裏は、府内の居住者の所有する生産要素の結合に上ってt発生した所得を・それらを提供した経済三体あるいは生産要薫に対して分配

される府民所得と対応させて示したものである．△印は負数である．

構成比（％）
昭和38年度

40／39l　4

2．1　雇　用　者　所　得
2．2　個　人業　主所得
2．3　個人の財産所得
2．4　法人企業から個人への移転
2，5　法人税および税外負担
2．6　法　人　留　保

財政の事業所得およ
び財産所得

2．8　（控除）一般政府負鎌利子
2．9　く控除）消費者負債利子

府民所得（要素費用表示）

府　内　純　生　産
（要素費用表示）

百万円

1068郎4
3二柑601

248　833

2　777

138　221

156　315

4
8
1
0
U
 
n
′
二
つ

4
4
3
　
　
1
1

18244　18435　17946　　23337

4496　　　6114　　　7　782　　11916

5263　　　5905　　　6806　　　8018

l196189622164012457m2884418

2．11府外からの純所得

府民純生産（要素費用表示）

2143735　2349903　2560838　3072768

△181839　△133502　△103520　△188350

1961896　22164012457318　2884418

115．5　　115．7

108．2　　113．9

114．4　　119．6
120．1　　109．8

100．5　　112．6

83．9　　151．1

97．3　　130．0

127．3　　153．1

115．3　　117．8

11lL9　　117．4

′

0

9

0

2

4

7

〔
J
l
l

q
U
4
3
1
2
1

0．8　　　　0．8

0．3　　　　0．4

0．3　　　　0．3

1M．0　　1日．0

（参考）法　人　所得 4

資　料　大阪府企画部統計課（大阪府民所得）

3　個　　人　　勘　　定

この表は．個人部岬の所得とその処分を示したものである．1．個人部門■こは．家計にサービスを提供する民間非営利風体が含まれる・

2．個人可処分所得＝個人所得一3．2－3．3－3．小一3．5－3，1＋3・6

構成比（％）
日　　l昭和38年度 桓碑中和4時度桓4 1年度卜凝皮讃。】

個人から財政へのそ
の他の移転

3．5　個人から府外への移転
3．6　個　人　貯　蓄

個人所得の処分

0

1

2

3

雇　用　者　所　得
個　人　業主所得
個人の財産所得
法人企業から個人への移転
（控除）消費者負債利子
財政から個人への移転
府外から個人への移転

個　人　所　得

1175331134726615099021770865

1166＆8　140013　164172　185816
70113　　79332　101892　121319

131g8　15766　18542　　21380

9572　11438　13836　16424

342（〉75　　402607　一帖5716　　519969

17275671996422　2274060　2635H3
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112．1　　117．3
117．3　　113．2

128．4　　119．1

日7．6　　115．3

121．0　　118．7

115．7　　111．6

113．9　　115．9

115．5　　115．7

108．2　　　113．9

114．4　　119．6

120．1　　109．8

115．3　　117．8

114．7　　114．7

117．1　　118．4

17275671996422　22740机　2635773　　113．9　　115．9
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り

ん

1

2

3

1

4

2

9

′

b

二

ノ

〓

「

　

0

．

■

「

扁個人可処分所得
外）　血．帥尊顔　個人所得

151800617498731975618　2290834

19．8％　　20．2％　　20．5％　19．7％
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4　財　　政　　勘　　定

この表札府内の国出先農闊・府および市町村（一缶事務組合を含む．）に上る財政活勤を、受け払いの形式で要約した政府の経常勘定で
ある・「経常補助金」はt政策目的によって市場優格を低める必要があるとさは．生産者の姐失補償を目的として一方的に村政から絵付され．
受給者の経常勘定lこおいて収入として処理されるものである．

目　　】昭和38年度
巨細畔度桓40年度 昭糾坤威「；前年度

140／39141／4D 40年度141年度

1

　

2

3

4

5

経常購入
経　常　補　助
財政から個人へ
財政から府外へ

余
転
転

金
移
移
剰
出

担
担
　
担

負
負
税
負

外
外
　
る

税
税
　
す

び
び
　
対

よ
よ
接
に

お
お
　
険
ら財政へのそ

の他の移転
府外から財政への移転
財政の事業所得およ
び財産所得
（控除）一般政府負債利子

経　常　収　入

資　料

百万円

123159　139　856

5516　　　7338

67613　　81009
445396　　506552

67951　　7‘250

7的635　　8111川5

163　033　187110

9079　12671

92877　106539
538　0舶　　613　958
89443　104809

8924錮1025け87

116688　140013　164172　185816

138221　157425　158269　1用163
192014　　213758　　226745　　255816

70113　　79332　101892　121319

13188　15766　　柑542　　21380

165663　192390　　212714　　251172

18　244　　18435　　17　946　　23337

4496　　　6114　　　7782　1191占

用9635　811川5　8924981025087

大阪府企画部統計課（大阪府民所得）

116．6　　114．8

123．7　　139．6

114．7　　　日4．7
106．2　　114．1

117．3　　117．2

1川．0　　114．9

117．3　　113．2

100．5　　　日2．6
106．1　　112．8

128．4　　119．1

117．6　　115．3

110．6　　118．1

97．3　　130．0

127．3　　153．1

110．0　　114．9

18．3　　　18．3

1．0　　　　1．2

10．4　　　10．4

60．3　　　　59．9

10．0　　　10．2

1聞．0　　100．0

5　資　本　形　成　勘　定
この表は・総貯響および慮資本形成を府内ベースでとらえたもので．各部門の電車形成勘定の総合を示す．府内総賀本形成を表示するため

に「府外に対する償葛の蜘」は資金議連側に汁上される机†イナスならは府外への資金の濃出を、ブラスならは流入を示すことになる。

項　　　　　　　　目 昭和碑度恒抑年度
40／′39】41／40

構成比（％）
40年度．！41年度

1
．2

3

．

4

■

5

／

h

V

7

8

府内絵固定資本形成
在　庫　品　増　加

府内総資本形成

法　人　留
個　人　貯

保
蓄

財　政経　常余剰
府外に対する債務の純増
（控除）統計上の不実合

府内総資本形成の資金調達

資　料　　大阪府企画部統計課

858991　961286
74　751　220　739

93374211且2け25

3
1
5
1
△
△

5
2
7
4
9
つ
ム

3
1
4
△

9
一
人
U
O
5
2
0

」
】
5
′
0
2
8
4

3
2
1
3
1

0
7
△
“

9
5
5
1
0
0
′
0

4
1
7
5
9
4

4
3
′
○
▲
u
ノ
′
0
5

7
／
h
U
り
ん
7
4
′
○

832542　857582　g3374211821は5

104．6　　114．4
83．9　　151．1

115．7　　111．6

117．3　　117．2

97．5　　126．8

（大坂府民所得）

6　府　　外　　勘　　定
この表は・各務門における符外取引き、すなわち居住者と非居住者のすべての取引きを統合したものである。△印ii色数である．移出と移

入lこ軋それぞれ輸出および輸入を．府外には海外および田内府外を含む．

項　　　　　　　目　　【昭和38年度

6．1　移　　　　　　　出
6．2　府外から個人への移転
も．3　府外から財政への移転
6．4　府外からの純所得
6．5　府外に対する債務の純増

受　　　　　　　取

6．6　移　　　　　　　入
6．7　個人から府外への移転
6．8　財政から府外への移転

支　　　　　　　払

百万円

2　969　402
6　342

165663

△181839

24　698

2
0
2
n
U
7

3
7
　
2
山
△

3
4
　
2
山
△

4

0

0

2

0

8

つ

ム

9

0

2

9

3

3

5

8

1
9
　
1
9
1
3
△

3

　

　

　

△

107．5　　110．3

117．1　　118．4

110．6　　118．1

1117．3　　　川！．8

98．5　　　　98，7

0．2　　　　0．3
6．1　　　　6．6

△3．0　　　△4．9

△L8　　　△0．7

川0．0　　1110．0

5
．
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9

0
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n
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つ

J

O
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5

3

■

4

一

5

－
J
・
－
　
0

2984266　3251372　34的0413830877

資　料　　大阪府企画部統計課

107．5　　109．0

121．0　　118．7

106．2　　114．1

107．3　　1閏．8

（大阪府民所得〉
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昭和38年大阪府産業連関表（35年生産者価格）第　7　表
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1．農　林　水　産

7．その他の製造業

中　間　投　入　計

31．家計外消費

32．動　労　所　得

33．営　美　余　剰

34．資本減耗引当

35．間接税一補助金

付　加　価　値　計

額出支総

326　　府民所得

第　5　表

昭和35年基準破格（青年）に上る実質頓を示す．

構成比（％）

40年度l　41年度

0
へ
J
4
4
7
7
2
5
1
7
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∠
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＝
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一
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1
2
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川
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－

4

1

1
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5

5

∧

U

7

9

3

5

一

u

ノ

一

日

O

l

前年度＝100

105．3　　110．8
105．3　　　110．7

102．7　　　110．2

101．2　　　112．9

107．3　　　11（）．0

104．2　　112．9
102．7　　　103．9

105．0　　117．8

109．6　　　109．2

107．7　　　114．5

106．0　　107．4

108．5　　119．3

103．2　　105．1

107．9　　105．4

93．6　　121．8

102．9　　105．7

98．4　　102．9

134．5　　　　94．5
90．6　　105．6

119．2　　113．9

180．9　　120．7

120．1　　117．4

104．5　　105．3
48．4　　　287．8

47．3　　　295．3

107．8　　103．2

106．1　　106．3　　133．0

105．0　　　113．8

0．5

114．9　　104．0

－　　　△4．¢

114．5　　1m．8

昭和38年度匝和39年度l昭和4時度岡和41年度
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費
童

・
山

出
支

支
費
食
服
熟
居

り
‥
h
ト
蔓
一
・
・
‥

個
　
a
b
C
d

賃
他

（a）地　代　家
b）そ　　　　の

e　経　　　　　　費
（2）民間非営利団体の消費支出

2　財政の財貨サービス経常購入
（1〉　国　出　先　機　関
（2）府
（8）市　　　町　　　村

3　府内総資本形成
（1）総固定資本形成

a　民　　　　　　　間
（a）住　　　　　　　宅
m）企　業　設　備

宅
備
政
　
兼
業

設
財
加
企
摘

増
　
よ

羞
品
間
離

任
企
一
庫
民
財

2835779　3036528　3220387　3422121

2415480　2599445　27∬036　2893338

4‾移　　　　　　　出

5（控　除）移　　　入

6　統計上の不突合

府　内　総　支　出

7．府外からの純所得

府民総支出（市場価格表示）

資　料　　大鹿府企画部統計課（大阪府民所得）

1人当た　り　府民所得等

府人口は総理府統計局資料10月1日現在

主・‥十一工
個人消＝同封前
章支出＝年度比

個人可処周対前
分所得年度比

質府民：同対前

387113　　－339613　　－316997　　－279135　　－　245275　　－189906　　－187561　－6189

428665110．7　362449106．7345449109．0311163　日1．5　272736111．2209．985110．6206820110・36416103・7

453288105．7　363767100．4369133106．9341604109．8296773108．8226814108．0223292108・06657103・8

517131114．1402805110．7423805114．8387272113．43365901ユ3．4260192．114・7256031114・76806102・2

昭和
38年度

39

40

41

資　料　　大阪府企画部統計課（大阪府民所得）
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第轟表　　　　府　県　別　県　民　所　得
本表は国民所得の地賊分析の立場から各府具がおのおの推計公表した分をまとめたものである・
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